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十
一
月
十
七
日
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
厚
生
委
員
会
の
参
考
人
質
疑
に
お
い
て
も
、
市
町
村
の
首
長
の
参
考
人
か
ら
は
「
今
に

な
っ
て
制
度
の
根
幹
を
変
え
る
こ
と
は
、
現
場
の
混
乱
を
招
く
」
「
大
き
な
変
更
は
耐
え
が
た
い
」
な
ど
と
い
う
意
見
が
相
次 

 

ぎ
、
困
惑
し
混
迷
を
深
め
て
い
る
現
場
の
声
が
一
層
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

な
お
、
本
案
件
の
市
町
村
へ
の
影
響
の
大
き
さ
に
鑑
み
、
国
会
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
従
い
、
七
日
以
内
に
答
弁
す
る
よ

う
に
求
め
る
。 

介
護
保
険
制
度
が
、
平
成
十
二
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
府
は
半
年
間
の
保
険
料
徴
収
凍
結
な
ど
の

見
直
し
を
決
め
た
。
こ
の
こ
と
は
、
「
保
険
料
徴
収
と
サ
ー
ビ
ス
給
付
は
不
可
分
で
あ
る
」
と
い
う
保
険
の
大
原
則
を
崩
す
ば 

 

か
り
か
、
今
日
ま
で
介
護
保
険
制
度
の
円
滑
導
入
の
た
め
に
必
死
で
準
備
し
て
き
た
市
町
村
の
努
力
を
無
に
す
る
暴
挙
で
あ 

る
。 

一 

介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
、
保
険
料
の
賦
課
徴
収
を
は
じ
め
と
す
る
保
険
者
た
る
市
町
村
の
介
護
保
険
事
業
運
営
に
係
る

事
務
は
、
自
治
事
務
か
法
定
受
託
事
務
か
。 

し
た
が
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

四 

今
般
の
与
党
三
党
合
意
に
、
「
介
護
保
険
制
度
に
関
し
、
保
険
料
に
関
わ
る
部
分
は
実
施
し
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
具 

 

体
的
な
趣
旨
を
政
府
は
ど
う
理
解
し
て
い
る
の
か
。
「
保
険
料
は
徴
収
し
な
い
」
と
理
解
し
て
い
る
の
か
。 

五 

政
府
見
直
し
案
に
よ
れ
ば
、
国
は
平
成
十
二
年
四
月
以
降
半
年
間
市
町
村
が
第
一
号
保
険
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
ま
た
そ
の
後
一
年
間
に
つ
い
て
も
、
経
過
的
に
第
一
号
保
険
料
を
二
分
の
一
に
軽
減
で
き
る
よ
う
に
措
置
す
る
と

の
こ
と
だ
が
、
そ
の
具
体
的
措
置
内
容
を
明
ら
か
に
せ
よ
。 

三 

国
は
、
政
府
見
直
し
案
を
根
拠
に
、
市
町
村
が
介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
平
成

十
二
年
四
月
一
日
か
ら
第
一
号
保
険
料
を
徴
収
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
る
が
、
い
か
が
か
。 

六 

政
府
見
直
し
案
に
あ
る
市
町
村
へ
の
交
付
金
の
使
途
・
目
的
は
限
定
さ
れ
る
の
か
。
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
使

途
は
具
体
的
に
は
い
か
な
る
も
の
か
。 

七 

政
府
見
直
し
案
が
想
定
す
る
施
策
を
全
国
で
実
現
す
る
た
め
に
は
、
単
に
未
徴
収
・
軽
減
徴
収
に
係
る
歳
入
不
足
を
補
て

ん
す
る
財
源
措
置
を
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
各
市
町
村
保
険
者
は
、
半
年
間
保
険
料
を
徴
収
し
な
い
、
あ
る
い
は 

二 

介
護
保
険
の
第
一
号
保
険
料
の
賦
課
・
徴
収
権
者
は
誰
か
。
第
一
号
保
険
料
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
項
は
、
市
町
村
条

例
で
定
め
る
べ
き
事
項
と
解
さ
れ
る
が
、
い
か
が
か
。 

二 

 



 

九 

介
護
保
険
法
第
百
二
十
九
条
、
第
百
三
十
条
、
第
百
四
十
六
条
等
の
関
連
条
項
を
合
理
的
か
つ
整
合
的
に
解
釈
す
れ
ば
、

法
は
、
市
町
村
が
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
年
度
、
年
度
の
初
日
を
賦
課
期
日
と
し
て
、
年
度
単
位
で
第
一
号
被

保
険
者
に
対
し
て
保
険
料
を
賦
課
・
徴
収
す
べ
き
旨
規
定
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
い
か
が
か
。 

八 

七
の
保
険
料
徴
収
の
免
除
あ
る
い
は
軽
減
を
補
て
ん
す
る
た
め
の
財
政
措
置
は
、
こ
の
措
置
の
一
部
又
は
全
部
に
従
わ
な

い
市
町
村
、
具
体
的
に
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
軽
減
せ
ず
保
険
料
徴
収
を
実
施
す
る
市
町
村
や
、
同
措
置
と
は
異

な
る
割
合
・
異
な
る
基
準
で
の
軽
減
措
置
を
行
っ
て
保
険
料
徴
収
を
行
う
市
町
村
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
の
か
。 

適
用
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
当
該
措
置
は
保
険
料
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
事
実
上
国
の
意
向
ど
お
り
の
内
容
の
条
例
制
定

を
市
町
村
に
一
律
に
強
制
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
市
町
村
の
条
例
制
定
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。 

そ
の
後
一
年
間
保
険
料
の
二
分
の
一
を
軽
減
す
る
内
容
の
介
護
保
険
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い 

か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
せ
よ
。 

仮
に
条
例
制
定
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
と
、
市
町
村
条
例
で
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
及
び
そ
の
内
容
を
明
ら
か

に
せ
よ
。 

し
か
る
に
、
こ
れ
ら
保
険
料
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
政
府
見
直
し
案
を
根
拠
に
、
法
律
改
正
を
行
わ 

 

三 

 



 

十
三 

年
金
保
険
者
た
る
政
府
（
社
会
保
険
庁
）
は
、
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
を
、
い
つ
市

町
村
に
対
し
て
行
う
の
か
。 

十
二 

介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
六
条
第
三
項
の
趣
旨
は
何
か
。
同
項
は
、
制
度
発
足
当
初
の
平
成
十
二
年
度
の
保
険
料
に
つ

い
て
、
市
町
村
に
仮
徴
収
の
方
法
に
よ
り
保
険
料
徴
収
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
権
能
を
付
与
す
る
規
定
に
す
ぎ
な
い
の
で
は

な
い
か
。 

十
一 

政
府
見
直
し
案
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
金
保
険
者
は
、
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
老

齢
退
職
年
金
給
付
を
受
け
る
者
に
係
る
通
知
を
、
厚
生
大
臣
の
定
め
る
期
日
（
平
成
十
一
年
十
一
月
三
十
日
）
ま
で
に
、
市

町
村
に
対
し
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
が
、
い
か
が
か
。 

十 

政
府
見
直
し
案
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
介
護
保
険
法
等
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
二
年
四
月
か
ら
保
険
料
を
徴
収
す
る

こ
と
と
し
た
市
町
村
が
あ
れ
ば
、
年
金
保
険
者
は
、
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
、
当
該
市
町
村
に
係
る
第
一
号
保
険
料
の
特

別
徴
収
を
行
う
義
務
を
負
う
も
の
と
解
す
る
が
、
い
か
が
か
。 

ず
、
財
政
措
置
・
行
政
指
導
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
部
又
は
全
部
を
事
実
上
実
施
し
な
い
よ
う
市
町
村
に
求
め

る
こ
と
は
適
法
な
措
置
と
い
え
る
か
。 

四 

 



 

 

五 

十
四 

厚
生
省
は
、
介
護
保
険
法
施
行
法
施
行
令
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
厚
生
省
令
で
定
め
る
額
（
平
成
十
二
年
度
の
仮
徴

収
に
係
る
保
険
料
の
基
準
額
）
を
い
つ
定
め
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
額
は
い
く
ら
か
。
定
め
な
い
と
す
れ
ば
、
定
め
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
条
文
解
釈
の
根
拠
及
び
定
め
な
い
こ
と
と
す
る
理
由
は
何
か
。 

十
五 

保
険
料
徴
収
凍
結
の
た
め
の
交
付
金
を
補
正
予
算
に
計
上
す
る
こ
と
は
、
財
政
法
違
反
で
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


